
トJレスチェック制度の運用を安全・確実にフルサポー ト！／

ストレスチェック 制度の運用は、 産業保健サー ビス会社として30年の実績のある

にお任せください。 制度運用に必要な体制構築からデータ

の保全・保守までサポート、 さらに事業者様のこ要望に沿った運用にも柔軟に対応し、

業務負担を軽減いたします。 法令に準拠した渭t場のストレスチェック十plus』を利用

することで、 ストレスチェックの安心・安全な制度運用が可能です。

職業性ストレス
簡易調査票

15即寧疇！

■サー ビス内容（オプション含む）

実施者・

医師面接も

受託可能！

ストレスチェック実施前にコンサルティング

・衛生委員会の規程作成サポート ＊ 

•実施者、 事業者、 従業員等のシステム利用情報登録

・従業員への周知用文書の提供 ＊ 

•実施者業務受託

法令に準拠した

信頼性の高い

システムで運用

実施者業務とは、 ● l
高ストレス者虚定基準 ●●●

＝ご‘下記＊印 ；公量俎

『職場のストレスチェック +plus』を利用したストレスチェックを実施

・未受検者を抽出し、 受検を勧奨 「―
『-似トレスチェyク十plus』 7 ・ストレスチェックの結果を労働者に通知

•高ストレスで医師面接が必要な者を選定 ＊ は、使いやすい画面で
・労働者から事業者への結果提供に関する同意の有無を確認 ＊ サクサク操作！

・メ ール、 電話による相談窓口の提供 し一

医師面接指導の運営（受付・勧奨・指導・報告）
・労働者から医師面接申出の受付

・医師面接の申し出がない高ストレス者への勧奨

・医師による面接指導の実施

・医師面接結果報告書作成

・面接後の相談機関や専門医への紹介

事業者向け情報提供

・職場ことの集団分析を出力

・医師面接結果報告書の提供

労働基準監督署への報告書を作成

・労働基準監督署に提出する実施状況の報告書作成

・結果デー タの保管（契約期間内） ＊ 

＊ 面接指導医師との
日程調整や予約管理
等も、併せて行います。

実施者・事業者は、労働
基準監督署への報告書の
閲覧がWeb上で可能です。
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エムスリーヘルスデザイン



〒533-0033　
大阪市東淀川区東中島１丁目６－１４　
新大阪第２日大ビル８階
TEL： 06-6160-6100　FAX： 06-6160-6101　MAIL： sc-info@m3hd.co.jp

エムスリーヘルスデザイン株式会社

https://www.m3hd.co.jp/

ストレスチェックオペレーションセンター




